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　所有者不明や境界不明確等の課題が発生
している背景を踏まえ、森林の適切な経営
管理を確保することを目的として、森林経
営管理法（平成30年法律第35号）が平成30
年6月1日に公布されました。これに伴い公
布された、森林経営管理法施行令（平成30
年政令第320号）により、宅地建物取引業
法施行令（昭和39年政令第383号。以下、
宅建令）についても改正が行われ、平成31
年4月1日に施行されます。
①森林経営管理法第7条第3項の規定に基
づく経営管理権の効力について
　森林経営管理法第4条において、市町村
は、その区域内に存する森林の全部又は一
部について、当該森林の経営管理権を当該
市町村に集積することが必要かつ適切であ
ると認める場合には、経営管理権集積計画
を定めるものと規定されています。同法第
7条第1項の規定によりその旨の公告があっ
たときは、同条第2項により、市町村に経
営管理権が、森林所有者に金銭の支払いを
受ける権利がそれぞれ設定されます。同法
同条第3項では、設定された経営管理権は、
同条第1項の規定による公告の後において
当該経営管理権に係る森林の所有者となっ
た者に対してもその効力があるものとされ
ています。
②森林経営管理法第37条第3項の規定に基
づく経営管理実施権の効力について
　森林経営管理法第35条では、市町村は、

①で記載した経営管理権を有する森林につ
いて、さらに民間事業者に経営管理実施権
の設定を行おうとする場合には、経営管理
実施権配分計画を定めるものと規定されま
した。同法第37条第1項の規定によりその
旨の公告があったときは、同条第2項により、
民間事業者に経営管理実施権が、森林所有
者及び市町村に経営管理受益権が、それぞ
れ設定されます。同法同条第3項では、設
定された経営管理実施権は、同条第1項の
規定による公告の後において当該経営管理
実施権に係る森林の所有者となった者に対
してもその効力があるものとされています。
　宅地建物取引業法（昭和27年法律第176
号。以下、宅建業法）第35条第1項では、
宅地又は建物の使用等について法令上の制
限がある場合に、購入者等が不測の損害を
被ることを防止するため、宅地建物取引業
者に宅建令第3条第1項で定める法令に基づ
く制限を重要事項として説明するよう義務
付けています。前記のように、経営管理権
及び経営管理実施権については、市町村が
定める計画に係る公告があった後に森林の
所有者等となった者に対しても効力が及ぶ
と規定されたことを踏まえ、当該協定の効
力に関する法令上の制限を知らなかった場
合には、宅地又は建物の購入者等が不測の
損害を被る恐れがあることから、宅建業法
において説明すべき重要事項として位置付
けられました。　　　　（文責：服部桂子）

「森林経営管理法施行令」の
施行に伴い改正された
宅建業法施行令について
教えてください。
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